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特定口座の開設等
8 －2

特定口座開設届出書の提出
　特定口座は、証券会社など原則として
１社につき１口座のみ設けることができ
ます。特定口座を設けるためには、氏名、
住所、生年月日などを記載した特定口座
開設届出書を、特定口座を開設する証券
会社などに提出する必要があります。提
出の際には、記載内容を確認するため本

人確認書類を提示する必要があります。
その際に、現物取引については上場株式
等保管委託契約、信用取引は上場株式等
信用取引契約を証券会社などとの間で取
り交わすことになります。
　特定口座開設届出書には、以下の事項
を記載します。

　特定口座はすべての証券会社などに導
入が義務付けられているわけではありま
せん。したがって、特定口座を設けるに

あたっては、取引先の証券会社などが特
定口座を導入しているかどうかを確認し
ておく必要があります。

　①氏名、住所、生年月日、個人番号（マイナンバー）※1・2

　②証券会社などの店舗名および所在地　　③口座の名称
　④特定保管口座（現物取引用）と特定信用取引口座（信用取引用）の別
　⑤他の口座と区分して譲渡損益を計算する旨　　⑥その他参考となるべき事項
※１�　平成28年１月１日から新たに追加されています。平成27年12月31日以前に特定口座を開設し
た場合、個人番号（マイナンバー）の告知に３年の経過措置があります（ 434ページ参照）。

※２�　特定口座を開設する証券会社などが、既に本人から個人番号（マイナンバー）の告知を受け、
本人の個人番号（マイナンバー）その他の事項を記載した帳簿を備えているときは、特定口座開
設届出書への個人番号（マイナンバー）の記載を要しません。

●特定口座と納税方法

確定申告不要
確定申告必要
・特定口座分は特定口座年間取引報告書の利用が可能

特　定　口　座

投　　資　　家

◎特定口座開設届出書の提出
◎証券会社など原則として 1 社に
つき 1口座
◎証券会社などが譲渡損益を計算
（他の口座と区別して計算）

源泉徴収を選択した口座
（源泉徴収口座）
・所得税15.315％、住民税5％の源泉徴収

源泉徴収を選択しない口座
（簡易申告口座）

特定口座以外
・譲渡損益、配当
等は投資家自身
が計算

源泉徴収の有無を選択
・源泉徴収を選択する場合、特定
口座源泉徴収選択届出書を提出

・各年の最初の譲渡までに選択

特定口座年間取引報告書を
投資家（顧客）と税務署に送
付

特定口座年間取引報告書を
投資家（顧客）と税務署に送
付

◎一般口座や他の特定
口座との損益通算

◎譲渡損失の繰越控除

支払調書提出
（　　123ページ参照）

●特定口座と納税方法

個人番号カード、住民票の写し、住民票の記載事項証明書、印鑑証明書、住民基本台帳カー
ド※４、国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険の被保険者証
健康保険日雇特例被保険者手帳
国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員証
私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、運転免許証
運転経歴証明書、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、官公署から発行・発給され
た書類　など

●特定口座開設時の本人確認書類※1・2・3

17税金読本_p201-224_08.indd   205 2017/08/10   9:40



� ● 特定口座における株式・債券・投資信託と税金

206 207

特
定
口
座

　特定口座で管理することができるの
は、上場株式等（公募株式投資信託、特
定公社債、公募公社債投資信託なども含
まれます。詳しくは 76ページ参照）

に限定されます。
　上場株式等を特定口座に入れるには、
以下の方法で取得した上場株式等でなけ
ればなりません。

特定口座に入れることができる取得の方法

　特定口座開設届出書および特定口座開
設届出書と併せて提出する次の書類につ

いては、電磁的方法により提出できます。

　発行日決済取引の現引きによる上場株
式等の取得は、通常の証券会社を通じた
取得と同様に取り扱われるため、特定口
座に入れることができます。また、株式
ミニ投資や株式累積投資により購入した

上場株式等も、特定口座に入れられます。
一方、税制適格ストック・オプションの
権利行使により取得した上場株式は、特
定口座に移管できません。

①�証券会社などへの買付けの委託（委託の媒介、取次ぎまたは代理を含む）または証券会社な
どとの相対取引により取得した上場株式等でその取得後直ちに特定口座に受け入れるもの
②�特定口座を開設している証券会社などを通じて募集により取得した上場株式等
③他の証券会社等の特定口座から保管振替機構を通じて移管する上場株式等
④�特定口座の特定信用取引勘定で買い付けた上場株式等で現引きしたもの（証券会社などの
口座から現引きした投資家の特定保管勘定への振替により受け入れられるものに限る）
⑤�相続・遺贈または贈与により取得した上場株式等（ 208ページ参照、被相続人のNISA
口座からの場合は 151ページ参照）

⑥�特定口座内の上場株式等について、株式または投資信託もしくは特定受益証券発行信託の
受益権の分割や併合により取得した上場株式等
⑦�株式無償割当て、新株予約権無償割当てまたは新投資口予約権無償割当てにより取得した
上場株式等（ⓐ特定口座内の上場株式等に対して割当てられた上場株式等、ⓑ特定口座以
外の口座（NISA口座を除く）の上場株式等に対して割当てられた上場株式等でその割当て
の際に特定口座に受け入れるもの）
⑧�一定の合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式分配※により、特定口座内の株式ま
たは出資に対し割り当てられる株式または出資
⑨�一定の合併、会社分割、株式交換または株式移転※により、特定口座内の新株予約権または
新株予約権付社債に対して割り当てられる新株予約権または新株予約権付社債

⑩�特定口座内の上場株式等について、取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の
取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議または取得条項付新株予約権が付さ
れた新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等
⑪�新株予約権等の行使により取得する上場株式等（ⓐ特定口座内の新株予約権・新投資口予
約権・株式の割当てを受ける権利の行使により取得する上場株式等、ⓑ特定口座内の取得
条項付新株予約権の取得事由の発生もしくは権利の行使により取得する上場株式等、ⓒ税
制非適格ストック・オプションの行使により取得する上場株式等）
⑫�特定口座を開設している証券会社などで取得した他社株転換可能債（EB）の償還により取
得した上場株式等
⑬�特定口座を開設している証券会社などで行った有価証券オプション取引（株券（個別株）
オプション取引）の権利行使等により取得した上場株式等
⑭�特定口座を設定する証券会社などに開設した出国口座（特定口座開設届出書の提出後、出
国した後に証券会社などに開設されている口座）で保管されている上場株式等
⑮�特定口座を開設している証券会社などに特定口座内にある上場株式等を貸し付け、貸付期
間後に返還される上場株式等（特定口座に保管されていた上場株式等と同銘柄のもの）
⑯�金融商品取引所に上場する日の前から引き続き所有していた株式等で、その上場の際に当
該株式等と同一銘柄の株式の全てを特定口座に受け入れられるもの
⑰�生命保険会社の相互会社から株式会社への組織変更に伴いその社員に割り当てられる株式
等（ⓐその株式等の上場の日にその割当てを受ける株式等の全てを特定口座に受け入れる
もの、ⓑその割当てを受けた株式が特別口座に預け入れられている場合でその特別口座に
預けられている株式の全てを特別口座から特定口座への移管により受け入れられるもの）
⑱�上場株式等以外の株式等を発行した法人の一定の合併、会社分割、株式交換、株式移転ま
たは株式分配※によりその株主が取得する株式または出資でその取得の日に当該株式または
出資の全てを特定口座に受け入れるもの
⑲��従業員持株会等を通じて取得した上場株式等で、当該従業員持株会等の事務の委託を受け
ている金融商品取引業者等の営業所に開設する特定口座に振替により受け入れられるもの
⑳�株式付与信託契約（いわゆるESOP）に従って従業員等が取得した上場株式等で当該契約に
基づき特定口座に振替の方法により受け入れられるもの
㉑�所定の手続きに則ってNISA口座・ジュニアNISA口座から特定口座に移管する上場株式等
（ 148ページ参照）
　　
※�　合併、会社分割、株式交換、株式移転または株式分配が税制適格となり、これらにより完全子会社となる法
人の株主に譲渡益課税が行われない場合を指す。

●特定口座に入れることができる取得の方法

　・　特定口座源泉徴収選択届出書
　・　源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書
　・　出国口座内保管上場株式等移管依頼書
　・　特定管理口座開設届出書

※１　氏名、生年月日、住所が記載されているものに限られます。
※２　写真付でないものは２種類が必要になります（ 434ページ以降参照）。
※３�　個人番号（マイナンバー）の告知を伴う場合は、個人番号カード、通知カード等の番号確認書類も必要と
なります。個人番号（マイナンバー）の告知について、詳しくは 433ページ以降を参照してください。

※４　住民基本台帳カードの発行は平成27年12月で終了しています。

17税金読本_p201-224_08.indd   207 2017/08/10   9:40



� ● 特定口座における株式・債券・投資信託と税金

208 209

特
定
口
座

相続等に伴う他の特定口座からの移管等
◆（１）他の証券会社などの特定口座からの上場株式等の移管

　ある証券会社などの特定口座から別の
証券会社などの特定口座に上場株式等を
移す場合、投資家は、移管元の証券会社
などの営業所の長に対し、次の①から⑨
の事項を記載した特定口座内保管上場株
式等移管依頼書を提出しなければなりま

せん。移管は特定口座内の上場株式等の
全部または一部について行うことができ
ます。ただし、同一銘柄については、一
部ではなく全部を移管しなければなりま
せん。

◆（２）被相続人等の口座からの上場株式等の移管

　相続・遺贈または贈与により被相続
人・遺贈者または贈与者（以下、被相続
人等）の特定口座内の上場株式等を、同
じ証券会社などの相続人・受遺者または
受贈者（以下、相続人等）の特定口座に
移管する場合や、被相続人等の特定口座
内の上場株式等を別の証券会社などにあ
る相続人等の特定口座に移管する場合
も、同様の手続きによります。ただし、
相続・遺贈または贈与について、それぞ
れ、次の枠内の条件（下線部分）を満た
すことが必要です。これらの場合、相続
人等は被相続人等の特定口座がある店舗

の長に、相続上場株式等移管依頼書を提
出します。ただし、贈与の場合は、贈与
の事実を証明するものとして贈与契約書
等を依頼書に添付する必要があります。
　また、一般口座で管理されていた被相
続人等の上場株式等についても、特定口
座に受け入れることができます。被相続
人等と異なる証券会社に開設している特
定口座に受け入れることも可能です。こ
の場合でも、条件や手続きは特定口座で
管理されていた上場株式等の移管の場合
と実質的に変わりません。

◆特定口座の廃止
　特定口座を廃止する場合は、特定口座
が開設されている証券会社などの店舗の
長に、特定口座廃止届出書を提出する必
要があります。
◆特定口座からの引出し
　特定口座内の上場株式等を全部または
一部を引き出すこともできます。この場
合、特定口座から引き出した上場株式等
の取得費・取得日と取得日にかかる株式
数が書面により通知されます。取得費は
特定口座での総平均法に準ずる方法で計

算された取得費をそのまま引き継ぎ、取
得日も特定口座での取得日を引き継ぎま
す。同一銘柄の一部を引き出した場合は、
先に取得したものから先に引き出したも
のと考えて取得日を決定することになり
ます（先入先出法）。
　特定口座から引き出した銘柄と同じ銘
柄が、特定口座外において、その引出し
前に譲渡されている場合は、特定口座か
ら引き出した銘柄の取得日がその譲渡前
であっても、その譲渡における譲渡原価
の再計算は行いません。

特定口座の廃止・特定口座からの引出し

　①依頼者の氏名、生年月日、住所
　②移管を依頼する旨
　③移管の希望日
　④�移管元の証券会社などの営業所名および所在地
　⑤�移管先の証券会社などの営業所名および所在地
　⑥移管元の特定口座の名称
　⑦�移管先の特定口座の名称および記号・番号
　⑧�移管する上場株式等の種類、銘柄、数
　⑨その他参考となるべき事項

◇相続・遺贈による場合
　→�同一銘柄のすべてを被相続人等の口座から相続人等の特定口座に移すこと
　　�（例えば、相続人等が相続した銘柄の一部を特定口座に、残りを一般口座に移

管するといったことはできません）
◇贈与の場合
・贈与者の口座にある同一銘柄の全部を贈与する場合
　→�受贈者が贈与を受けた銘柄のすべてを受贈者の特定口座に移すこと
　　�（例えば、受贈者が贈与を受けた銘柄の一部を特定口座に、残りを一般口座に

移管することはできません）
・贈与者の口座にある同一銘柄の一部を贈与する場合
　→受贈者の特定口座に同一銘柄の株式を保有していないこと
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　 特定口座から引き出した上
場株式等については、特定

口座での取得価額を引き継ぎます。
したがって、結果として「みなし取
得費」が取得価額となります。
　「みなし取得費」の特例は、平成
13年９月30日以前に取得した上場株
式等の譲渡について、平成13年10月
１日の公表最終価格の80％相当額を
取得額とみなすもの（この金額を「み

なし取得費」といいます）で、平成
22年12月31日までの譲渡をもって廃
止されました。
　平成16年12月31日までは、この「み
なし取得費」を用いて上場株式等を
特定口座に受け入れることができま
した。この適用を受けて特定口座に
受け入れた上場株式等については、
平成23年以後も取得価額は「みなし
取得費」のままです。

「みなし取得費」で特定口座に
受け入れた上場株式等の引出し

「みなし取得費」で特定口座に受け入れていたＡ社株式
（上場株式）を、一般口座に引き出した後に譲渡しまし
た。この場合のＡ社株式の取得価額はどうなりますか？

源泉徴収の選択手続き
　特定口座を設ければ、自動的に証券会
社などにより源泉徴収されるわけではあ
りません。投資家は特定口座を設けてい
る証券会社などに対し、その年の最初の
譲渡（特定口座で信用取引も行っている
場合は信用取引による差金決済も含む）
を行う時までに特定口座源泉徴収選択届
出書を提出しなければなりません。
　特定口座源泉徴収選択届出書を提出
し、源泉徴収を選択した場合は、源泉徴
収なしへの変更届出書を提出しない限り

は、源泉徴収を選択している状態が継続
されます。源泉徴収なしに変更する場合
は、その特定口座における源泉徴収をや
める年の最初の譲渡までに変更届出書を
提出する必要があります。つまり、年の
途中で源泉徴収の適用・不適用を変更す
ることはできません。
　源泉徴収を適用するか否かは、特定口
座ごとに選択可能です。ただし、同じ特
定口座内の現物取引と信用取引を別々に
取り扱うことはできません。

源泉徴収税率
　源泉徴収口座では、所得税15.315％・
住民税５％が源泉徴収（特別徴収）され

ます。

　特定口座内の取引については、年間の
譲渡損益、源泉徴収口座で受け入れた上
場株式の配当等の額等を記載した特定口
座年間取引報告書（以下、年間取引報告

書）（注）が、証券会社などから翌年１月31
日までに交付（電子交付）されます。平成
28年分の年間取引報告書（税務署提出分）
から個人番号（マイナンバー）が記載され

特定口座年間取引報告書

源泉徴収と特定口座年間取引報告書
8 －3

（注）�平成29年度税制改正により、平成31年分の
所得税から、年間取引報告書に代えて、年
間取引報告書に記載すべき事項を記録した

電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面を
確定申告書に添付することが認められます。

●特定口座での源泉徴収税率
平成26年１月１日〜平成49年12月31日

所得税 15.315％
住民税  5％
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